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法律・認定基準

• 身体障害者福祉法

15条 都道府県知事の定める医師の診断書・意見書

→審査→身体障害者手帳交付

• 身体障害者福祉法施行規則

障害の等級→別表第５号

１，３，４級：日常生活活動の制限

• 身体障害者認定基準

厚生労働省からの通知：技術的助言（ガイドライン）

①腎機能 ②活動制限 ③臨床症状/透析療法実施

→ H30.4月 ①を一部改訂





身体障害認定基準

臨床所見日常生活活動
腎機能

等級 eGFR
ml/min/1.73m2

内因性CCr
ml/min

Cr
mg/dl

要透析療法自己の身辺の著しい活動制限×10未満８以上
*実施中では3以上

１級

2つ以上家庭内での極めて温和な活動以下10未満10以上20未満５以上8未満３級

2つ以上社会での極めて温和な活動以下10以上20未満20以上30未満３以上５未満４級

* 離脱不可能な透析療法を実施中



その他のポイント

 障害の固定・永続性

 慢性透析療法実施中の場合は実施前の状態で判定

 離脱不可能な透析療法実施中ではCr≧3.0で１級認定

 日常生活活動制限の無いものは非該当

 腎移植後は抗免疫療法が必要な期間





じん臓機能障害

慢性糸球体腎炎，糖尿病性腎症 など、具体的で正確な名称

傷病の経過、障害認定の参考となる事項・現症を具体的に

④を踏まえて、認定に必要な症状の固定又は永続性について記載



意見書



症状の有無すべてと、それを裏付ける所見・検査値
（慢性透析療法を受けている場合は実施直前の値）

ｅＧＦＲ

必須



Ｘ

←1級相当

←3級相当

←4級相当

必ず記入！

移植患者では抗免疫療法の有無

１つのみ選択


